
11月1日
より

出
産
祝
金

中
学
校
入
学
祝
金

喜
寿（
七
十
七
歳
）祝
金

米
寿（
八
十
八
歳
）祝
金

死亡弔慰金
香 典
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
10，000円
5，000円

弔慰金
500，000円
100，000円
70，000円
50，000円
30，000円

1，000，000円
100，000円
70，000円
50，000円
30，000円

1，000，000円
50，000円
40，000円
30，000円
20，000円
10，000円

弔慰金の種類・共済区分

Ａ型
組合加入 6年以上
2年以上6年未満
1年以上2年未満
3カ月超1年未満
Ａ型

組合加入 6年以上
2年以上6年未満
1年以上2年未満
3カ月超1年未満
Ａ型・Ｂ型
組合加入 6年以上
2年以上6年未満
1年以上2年未満
3カ月超1年未満
Ａ型・Ｂ型

Ｂ型

Ｂ型

Ａ型
Ｂ型

病気死亡

不慮の
事故
死亡

交通事故死亡

配偶者死亡

家族死亡

組

合

員

給給
付付
内内
容容
をを
一一
部部
改改
正正

会
費
は
す
え
置
き

改
正
の
特
徴
点

■
共
済
会
費
は
変
わ
り
ま
せ
ん

共
済
会
費
は
、
共
済
Ａ
型
（
六
十
五
歳
未
満
の
組
合
員
）
並
び

に
共
済
Ｂ
型
（
六
十
五
歳
以
上
）
共
に
現
行
通
り
で
す
。

■
給
付
金
を
新
設
し
ま
し
た

■
七
十
歳
以
上
退
会
慰
労
金

七
十
歳
以
上
の
退
会
者
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給
対
象
者
を
組

合
加
入
二
十
年
以
上
と
し
ま
し
た
。

■
七
十
歳
以
上
永
年
在
籍
表
彰

組
合
加
入
二
十
年
以
上
で
七
十
歳
以
上
の
退
会
者
に
は
、
退
会

慰
労
金
と
は
別
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

■
申
請
に
係
わ
る
時
効
延
長

申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
事
実
発
生
日
か
ら
一
八
〇
日
以
内
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
一
年
以
内
に
延
長
し
ま
し
た
。

■
死
亡
弔
慰
金
の
見
直
し

従
来
、
死
亡
弔
慰
金
の
中
に
生
花
代
を
含
ん
で
い
ま
し
た
が
、

今
回
内
訳
を
明
確
に
し
、
死
亡
弔
慰
金
の
額
と
生
花
代
を
切
り
離

し
ま
し
た
。

【
特
記
事
項
】

㈠
共
済
Ｂ
型
の
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
弔
慰
金
（
一
〇
〇
万
円
）
は
、
全
労
済
よ

り
五
〇
万
円
、
福
祉
共
済
会
よ
り
五
〇
万
円
を
支
給
し
ま
す
。（
但
し
、
全
労

済
が
不
支
給
と
し
た
場
合
は
病
気
並
び
に
不
慮
の
事
故
死
亡
の
額
を
福
祉
共
済

会
よ
り
支
給
し
ま
す
。）

㈡
生
花
に
つ
き
ま
し
て
は
、
改
定
以
降
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
お
供
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
尚
、
右
記
各
弔
慰
金
が
重
複
し
て
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
生

花
一
本
を
お
供
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

㈢
家
族
死
亡
弔
慰
金
の
支
給
範
囲
は
、
組
合
員
と
同
居
し
て
い
る
子
・
父
母
（
義

父
母
含
）、
別
居
の
実
父
母
の
方
が
対
象
で
す
。

㈣
別
居
し
て
い
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
家
族
死
亡
弔
慰
金
と
し
て
一
〇
〇
〇

〇
円
を
支
給
し
ま
す
。

組
合
は
、
組
合
員
の
福
祉
向
上
を
図
る
た
め
、
仲
間
同
志
の
助

け
合
い
制
度
と
し
て
昭
和
四
十
一
年
一
月
に
組
合
独
自
の
共
済
と

し
て
現
在
の「
建
設
長
崎
福
祉
共
済
会（
以
下「
福
祉
共
済
会
」）」

を
創
設
し
て
以
来
、
組
合
員
並
び
に
家
族
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
今
日
ま
で
健
全
運
営
に
努
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

こ
の
た
び
、
福
祉
共
済
会
を
補
完
す
る
観
点
か
ら
導
入
し
て
い

る
全
労
済
組
織
共
済
の
掛
け
金
見
直
し
に
伴
い
、
建
設
長
崎
福
祉

共
済
会
の
財
政
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
給
付
内
容
の
見
直

し
と
新
た
な
給
付
金
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

改
正
に
あ
た
っ
て
は
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
よ
り
実
施
さ

れ
ま
す
。

今
後
と
も
福
祉
共
済
会
の
運
営
に
つ
い
て
組
合
員
並
び
に
ご
家

族
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
崎
県
建
設
産
業
労
働
組
合
福
祉
共
済
会
規
定

（
総
則
）
第
一
条

長
崎
県
建
設
産
業
労
働
組
合
（
以

下
「
組
合
」
と
す
る
。）
は
、
組
合

員
相
互
扶
助
の
精
神
に
則
り
共
済
制

度
を
設
け
、
会
費
の
徴
収
及
び
給
付

等
に
つ
い
て
こ
の
規
定
に
基
づ
き
行

う
。

（
名
称
）
第
二
条

こ
の
共
済
は
、
長
崎
県
建
設
産
業

労
働
組
合
福
祉
共
済
会
（
以
下
「
福

祉
共
済
会
」
と
す
る
。）
と
い
う
。

（
目
的
）
第
三
条

こ
の
福
祉
共
済
会
は
、
組
合
員
及

び
家
族
の
慶
弔
、
災
害
又
は
病
気
疾

病
に
よ
る
休
業
等
に
際
し
、
全
組
合

員
の
共
済
会
費
に
よ
っ
て
助
け
合
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
共
済
の
事
業
）
第
四
条

福
祉
共
済
会
は
、
次
の
事
業
を
行

う
。

㈠
組
合
員
死
亡
弔
慰
金

㈡
配
偶
者
死
亡
弔
慰
金

㈢
家
族
死
亡
弔
慰
金

㈣
組
合
員
障
害
給
付
金

ア
、
病
気
に
よ
る
重
度
障
害

イ
、
不
慮
の
事
故
に
よ
る
障

害
ウ
、
交
通
事
故
に
よ
る
障
害

㈤
組
合
員
病
気
休
業
手
当
金

㈥
傷
害
入
院
給
付
金

㈦
組
合
員
労
災
事
故
見
舞
給
付

金
㈧
組
合
員
交
通
事
故
見
舞
給
付

金
㈨
住
宅
災
害
見
舞
金

㈩
組
合
員
祝
い
金

ア
、
結
婚
祝
い
金

イ
、
出
産
祝
金

ウ
、
小
学
校
入
学
の
祝

エ
、
中
学
校
入
学
の
祝

オ
、
成
人
の
祝

カ
、
初
老
の
祝

キ
、
還
暦
の
祝

ク
、
古
希
の
祝

ケ
、
喜
寿
の
祝

コ
、
米
寿
の
祝

サ
、
敬
老
の
祝

十一
七
十
歳
以
上
退
会
慰
労
金

十二
永
年
在
籍
者
慰
労
給
付
金

十三
初
盆
御
香
料

十四
そ
の
他
、
第
三
条
の
目
的
の

た
め
特
に
執
行
委
員
会
が
必

要
を
認
め
た
も
の

二
、
共
済
事
業
の
う
ち
、
組
合
員

死
亡
弔
慰
金
の
一
部
、
障
害
給

付
金
、
住
民
災
害
見
舞
金
に
つ

い
て
は
運
営
主
体
で
あ
る
全
労

済
が
定
め
る
規
定
に
準
じ
て
支

給
の
可
否
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
、
前
項
二
に
お
い
て
、
福
祉
共

済
会
の
運
営
上
、
特
に
必
要
と

思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
運

営
主
体
で
あ
る
全
労
済
に
対
し

て
協
議
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
共
済
加
入
区
分
及
び
共
済
会
費
）

第
五
条

福
祉
共
済
会
の
加
入
区
分
を
次
の

通
り
と
す
る
。

㈠
六
十
五
歳
未
満
の
組
合
員
を

「
共
済
Ａ
型
」
と
す
る
。

㈡
六
十
五
歳
以
上
の
組
合
員
を

「
共
済
Ｂ
型
」
と
す
る
。

二
、
こ
の
共
済
事
業
を
行
う
た
め
、

組
合
員
は
次
の
共
済
会
費
を
納

入
す
る
。

㈠
共
済
Ａ
型

毎
月
一
三
〇
〇

円
㈡
共
済
Ｂ
型

毎
月
一
一
〇
〇

円

（
福
祉
共
済
会
の
運
営
）
第
六
条

こ
の
福
祉
共
済
会
の
運
営
は
、
執

行
委
員
会
が
行
い
、
管
理
及
び
共
済

給
付
は
執
行
委
員
長
が
こ
れ
に
あ
た

る
。二

、
執
行
委
員
会
が
必
要
と
認
め

た
場
合
、
検
討
委
員
会
（
対
策

部
会
）
を
設
け
て
運
営
に
当
た

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
共
済
会
費
は
、
組
合
の
特
別

会
計
と
し
て
福
祉
共
済
会
の
健

全
な
運
営
を
期
す
る
た
め
、
こ

の
特
別
会
計
の
中
か
ら
原
則
と

し
て
共
済
会
費
の
五
％
の
積
立

を
行
い
、
共
済
強
化
資
金
に
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
福
祉
共
済
会
の
収
支
は
、
組

合
の
定
期
大
会
に
お
い
て
組
合

会
計
に
準
じ
て
報
告
す
る
。

五
、
福
祉
共
済
会
の
会
計
年
度
は
、

組
合
の
会
計
年
度
と
同
じ
と
す

る
。

六
、
福
祉
共
済
会
の
給
付
は
、
こ

の
規
定
に
準
じ
て
別
に
定
め
る

細
則
に
よ
り
行
う
。

（
給
付
の
認
定
）
第
七
条

給
付
の
認
定
は
、
福
祉
共
済
会
の

目
的
に
従
い
、
事
実
認
定
を
執
行
委

員
長
責
任
の
も
と
に
行
い
、
医
療
機

関
及
び
関
係
官
庁
等
の
証
明
は
参
考

と
し
て
取
り
扱
う
。

（
効
力
の
発
効
）
第
八
条

新
た
に
組
合
員
と
な
っ
た
者
の
効

力
の
発
効
は
、
組
合
に
加
入
後
三
カ

月
後
の
同
日
よ
り
発
効
す
る
。

但
し
、
組
合
員
死
亡
弔
慰
金
の
一

部
、
障
害
給
付
金
、
住
宅
災
害
見
舞

金
に
つ
い
て
は
、
運
営
主
体
で
あ
る

全
労
済
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

二
、
組
合
費
及
び
共
済
会
費
を
三

カ
月
以
上
滞
納
し
て
い
る
も
の

は
給
付
の
対
象
と
し
な
い
、

（
共
済
給
付
金
の
受
取
人
）
第
九
条

共
済
給
付
金
の
受
取
人
は
組
合
員

本
人
と
す
る
。

二
、
本
人
死
亡
又
は
重
度
の
障
害

を
負
っ
た
場
合
は
、
配
偶
者
、

子
、
実
父
母
の
順
と
す
る
。

（
期
間
の
計
算
）
第
十
条

福
祉
共
済
会
の
加
入
期
間
の
計
算

は
月
を
単
位
と
し
、
加
入
を
承
認
さ

れ
た
月
か
ら
起
算
す
る
。

（
時
効
）
第
十
一
条

福
祉
共
済
会
の
給
付
を
受
け
る
権

利
は
、
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
日
よ

り
一
年
以
内
に
組
合
に
給
付
申
請
書

が
到
着
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
部
分

の
権
利
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
。

二
、
共
済
給
付
の
う
ち
、
病
気
休

業
手
当
金
の
時
効
に
つ
い
て
は
、

労
務
不
能
と
な
っ
た
期
間
の
最

終
日
よ
り
起
算
し
て
一
年
以
内

に
組
合
に
給
付
申
請
書
が
到
着

し
な
い
場
合
は
、
そ
の
部
分
の

権
利
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る

こ
と
と
す
る
。

三
、
但
し
、
組
合
員
死
亡
弔
慰
金

の
一
部
、
障
害
給
付
金
、
住
宅

災
害
見
舞
金
に
つ
い
て
は
、
運

営
主
体
で
あ
る
全
労
済
の
規
定

に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
権
利
の
喪
失
）
第
十
二
条

組
合
を
脱
退
又
は
除
籍
さ
れ
た
場

合
は
、
組
合
員
資
格
を
失
っ
た
日
か

ら
一
切
の
権
利
を
喪
失
す
る
。

二
、
組
合
を
脱
退
又
は
除
籍
さ
れ

た
も
の
に
は
共
済
会
費
の
返
戻

は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
事
務
費
）
第
十
三
条

福
祉
共
済
会
の
事
務
の
実
施
に
関

す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
組
合
が
負

担
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

但
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
福

祉
共
済
会
よ
り
支
出
す
る
こ
と
と
す

る
。

イ
、
全
労
済
団
体
会
費

ロ
、
そ
の
他
執
行
委
員
会
が
必

要
と
認
め
た
運
営
経
費

（
不
服
申
立
と
審
査
）
第
十
四
条

福
祉
共
済
会
の
給
付
の
決
定
に
不

服
の
申
請
者
は
、
決
定
通
知
を
受
け

た
日
を
含
め
て
、
二
十
日
以
内
に
限

り
組
合
に
理
由
書
を
付
し
て
不
服
申

立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
不
服
申
立
の
審
査
は
執
行
委

員
会
の
議
に
付
し
、
不
服
申
立

を
受
け
た
日
を
含
め
て
六
十
日

以
内
に
本
人
に
対
し
審
査
結
果

の
通
知
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
規
定
の
改
廃
）
第
十
五
条

こ
の
規
定
の
改
廃
は
執
行
委
員
会

で
改
廃
で
き
る
も
の
と
す
る
。

但
し
、
改
廃
後
初
め
て
開
か
れ
る

組
合
大
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

二
、
こ
の
規
定
に
定
め
な
い
事
項

に
つ
い
て
は
、
執
行
委
員
長
の

責
任
に
お
い
て
処
理
し
、
事
後

開
か
れ
る
執
行
委
員
会
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（
書
記
局
員
の
取
り
扱
い
）
第
十
六

条
組
合
及
び
組
合
関
連
団
体
の
書
記

局
職
員
に
つ
い
て
は
組
合
員
扱
い
と

し
て
本
共
済
会
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
・
管
理
体
制
）

第
十
七
条

組
合
は
、
運
営
上
知
り
得
た
個
人

情
報
に
つ
い
て
は
適
正
な
管
理
、
保

管
に
努
め
、
盗
難
、
紛
失
、
不
正
利

用
等
生
じ
な
い
よ
う
十
分
な
措
置
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

二
、
組
合
本
部
並
び
に
支
部
役
員

及
び
書
記
局
職
員
は
、
運
営
上

知
り
得
た
情
報
を
み
だ
り
に
他

人
に
漏
ら
し
、
又
は
不
当
な
目

的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と

す
る
。

三
、
前
項
に
違
反
し
た
場
合
は
、

組
合
が
定
め
る
規
定
に
よ
る
処

分
の
対
象
と
す
る
。

October
号外
2016年10月15日

1部20円 組合員の購読料は組合費に含みます

発行●長崎県建設産業労働組合 〒852‐8021 長崎市城山町17番58号 TEL 095‐862‐7121 FAX 095‐862‐5281 http//www.kensetunagasaki.org/ 発行責任者●田上一郎 編集人●若杉孝雄
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※この給付の効力は組合加入後3ヵ月後の同日より発生します。

共済Ｂ型（65歳以上の組合員）
月額 1，100円

組合加入 3ヵ月超1年未満………1日につき 4，000円（労務不能4日目より支給し最高27日間）
1年以上2年未満………1日につき 4，000円（労務不能4日目より支給し最高37日間）
2年以上…………………1日につき 4，000円（労務不能4日目より支給し最高47日間）

組合員がケガで入院した場合 入院1日につき 1，500円（入院初日より支給し最高180日を限度）
傷害入院給付金と同時に入院30日間につき 10，000円（最高6回 60，000円を限度）
組合員が結婚したとき 30，000円
組合員または配偶者が出産したとき 10，000円
組合員の子供が小学校・中学校に入学する際、一児童（生徒）につき 5，000円

－
－
－

15，000円
15，000円
15，000円

70歳以上の組合員に対して祝品贈呈
休業10日以上の労災事故にあった場合 一事故につき 10，000円
休業10日以上の交通事故にあった場合 一事故につき 10，000円
全焼・全壊の場合（70％以上） 800，000円
半焼・半壊の場合（20％以上70％未満） 720，000～400，000円
一部焼・一部損壊（20％未満） 240，000～40，000円
全壊・流出（自宅70％以上の損壊・流出） 240，000円
半壊 （住宅20％以上70％未満の損壊） 120，000円

（損害額が100万円を超える場合） 24，000円
（損害額が20万円を超え100万円以下の場合） 8，000円
全床面の50％以上の浸水（150㎝以上40㎝未満） 120，000～24，000円
全床面の50％未満の浸水 （100㎝以上）24，000円（100㎝未満）8，000円

火災等で組合員の2親等までの同居家族が死亡した場合 80，000円

－

－
－

1，000，000円
900，000円～40，000円

（入院5日目より180日を限度）1日につき2，000円
（通院初日より90日間を限度）1日につき1，000円
組合加入 3ヵ月超1年未満 40，000円

1年以上2年未満 60，000円
2年以上6年未満 80，000円
6年以上 110，000円

1，010，000円（加入年数不問）
組合加入 3ヵ月超1年未満…………………………………………………………………………30，000円

1年以上2年未満…………………………………………………………………………40，000円
2年以上6年未満…………………………………………………………………………50，000円
6年以上……………………………………………………………………………………60，000円

組合加入 3ヵ月超～ 15，000円
組合加入 20年以上 100，000円

30年以上 120，000円

共済Ａ型（65歳未満の組合員）
月額 1，300円

15，000円
15，000円
15，000円
－
－
－
－

500，000円

1，000，000円
450，000円～20，000円

－
－
－
－

510，000円（加入年数不問）

1，010，000円（加入年数不問）

－

一部壊

床上浸水

共 済 種 目
共済会費

病気休業手当金
（業務上の疾病・交通事故を除く）

傷害入院給付金
入院見舞金
結婚祝金
出産祝金

小学校・中学校入学祝
成人の祝

初老（厄入）祝
還暦の祝
古希の祝
喜寿の祝
米寿の祝
敬老の祝

労災事故給付金（見舞金）
交通事故給付金（見舞金）

火災

風水害
（地震を除く）

弔慰金
病気による重度障害

・労災保険法第1～2級
・労災保険法第3級2～4号

重度障害
労災保険法第3～14級

重度障害
労災保険法第3～14級

入院給付
通院給付

病気死亡（自殺含む）

不慮の事故による死亡

交通事故による死亡

配偶者死亡

家族死亡
70歳以上退会慰労金

（70歳以上組合員が脱退する場合）

不慮の
事故

交通
事故

組
合
員

休
業
補
償

各
種
祝
金

住
宅
災
害
見
舞
金

障
害
給
付
金

死
亡
弔
慰
金

【特記事項】
1．この共済給付の効力は組合加入後3か月後の同日より発生します。但し、住宅災害見舞金・組合員障害給付金・組合員死亡弔慰金（Ａ型及びＢ型の交通事故死亡）については組合
加入年数は問いません。
2．組合費・共済会費等を3ヶ月以上未納している場合は支給できません。
3．病気休業手当について
・組合員が病気等で仕事を休んだ場合に支給します。但し、業務中の疾病や第三者行為による交通事故等は支給対象になりません。
・組合加入3ヶ月後の同日以降に発病し、その疾病により労務不能となった場合に支給対象となります。
・限度満額支給を受けた月より1年間に同一疾病等で無受診の場合に限り、その疾病は治癒したものとみなし新たに支給することができます。
4．傷害入院給付金について支給対象とならないものは次の通りです。
・腰痛（症）・腰椎症・脊椎症・ヘルニア／妊娠・出産・流産／地震・噴火・津波等によるケガ／ピッケル等を使用した山岳登はん／スカイダイビング等の危険な運動中による事故／
脳疾患等の病気によるケガ（歩行中病気で意識を失い転倒してケガをした場合等／病気による入通院、傷害事故による通院等）
・健康保険、労災保険、生命・損害保険、加害者からの賠償金等の有無に関係なく支給対象になります。
5．死亡弔慰金について
・組合員、配偶者及び家族死亡に伴い弔慰金を支給する際には、弔慰金とは別に福祉共済会より生花をお供えすることとします。
・家族死亡弔慰金の支給範囲は、組合員と同居している子・父母（義父母含）、別居の実父母を対象とします。
・死亡弔慰金には、香典代（組合員・配偶者死亡時は10，000円・家族死亡時は5，000円）も含まれています。
6．この福祉共済会の改定は、事実発生日が平成28年11月1日以降の申請分より適用します。

平成28年11月1日より発効

（1974年5月30日 第3種郵便物認可） 号 外 2�建 設 長 崎毎月1回15日発行 2016年（平成28年）10月15日発行


